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銚子市庁舎等公共施設整備基本構想策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 この要領は、銚子市が委託する「銚子市庁舎等公共施設整備基本構想策定支援業務」（以

下「本事業」という。）において、その契約候補者を選定するために実施する公募型プロポ

ーザル（以下「本プロポーザル」という。）に関して定めるものである。 

 

 

第１ 公募型プロポーザルに付する事項 

 １ 委託業務名 

   銚子市庁舎等公共施設整備基本構想策定業務 

 ２ 事業内容 

   別紙「銚子市庁舎等公共施設整備基本構想策定支援業務仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）のとおり 

 ３ 履行期間 

   契約締結日の翌日から 15か月間 

 ４ 委託上限額（消費税及び地方消費税を含む。） 

総額 43,450,000円 

年割額【令和７年度】     0円 

【令和８年度】37,000,000円 

【令和９年度】 6,450,000円 

 ５ 事務担当 

   銚子市財政課管財室資産管理班（担当 坂尾、枝窪、安藤） 

   住所 〒288-8601 千葉県銚子市若宮町１番地の１ 

   電話 0479-24-8900 FAX 0479-25-4044 

   電子メール shisankanri@city.choshi.lg.jp 

 

第２ 応募者の参加要件等 

１ 応募者の参加要件 

（１） 銚子市入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２） 公告日から契約締結日までに、銚子市から入札参加資格停止措置を受けていない

こと。 

（３） 過去 10 年以内に国又は地方公共団体が発注した次のいずれかの業務の元請とし

ての受注実績があること。 
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ア 庁舎を含めた複合施設の公共施設整備における基本構想策定支援業務 

イ 庁舎を含めた複合施設の公共施設整備における基本計画策定支援業務 

 

 

２ 応募者の制限 

   次の要件を満たしている日本国内で法人登録をしている法人とする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に規定する者で

ないこと。 

(２) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(３) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをしている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けて

いる者を除く。）でないこと。 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）（以下これらを「暴力団等」という。）又は次のいずれかに該当する者

（法人の役員が次のいずれかに該当する場合を含む。）でないこと。 

ア 暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者 

   イ 募集に付する市有地を暴力団の事務所又はその敷地その他これらに類する目的

で使用しようとする者 

ウ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与して

いる者 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を得る目的又は第三者に損害を加える

目的で暴力団等を利用している者 

   オ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(５) 前記（１）から（４）までのいずれかに該当する者の依頼を受けて応募しようとす

る者でないこと。 

(６) 前記（１）から（４）までのいずれかに該当する者を契約の締結又は契約の履行に

当たり代理人、その他の使用人として使用したものでないこと。 

(７) その他、市が特別な理由で不適格と判断する者でないこと。 
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３ 応募に際しての注意事項 

(１) 応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

(２) 事業提案書の提出は１者につき１案とする。 

(３) 提出書類は一切返却しない。 

(４) 提出書類は、本プロポーザルに係る審査以外には利用しない。 

(５) 応募者は、提案計画の内容や市との協議事項、交渉内容等について、守秘義務を遵

守することとし、市からの承諾なく、これらの内容を公表してはならない。 

(６) 共同応募における責任の所在は、構成員のうち事業役割を担う代表事業者にある

ものとし、市からの通知等については、代表事業者へ送付等するものとする。 

 

第３ 全体スケジュール 

 本事業は次の日程で行う。ただし、変更となる場合がある。 

項目 日程 

実施要領の配付 令和 8年 1月 30日（金）～ 

令和 8年 2月 19日（木） 

参加申込書提出期限 令和 8年 2月 19日（木） 

質問書の提出期限 令和 8年 2月 20日（金） 

質問に対する回答 令和 8年 2月 27日（金） 

事業提案書提出期限 令和 8年 3月 13日（金） 

事業提案審査 令和 8年 3月中旬（予定） 

契約候補者の決定・審査結果の通知 令和 8年 3月中旬（予定） 

契約の締結 令和 8年 3月下旬（予定） 

   

 

第４ 参加手続き等 

 １ 募集方法 

本プロポーザル実施要領、仕様書及び所定様式の配付及び掲載は次のとおり。 

(１) 配付期間及び配付場所 

 配付期間：令和 8年 1月 30日（金）から令和 8年 2月 19日（木）まで 

      午前 9時 00分から午後 5時 00分まで。ただし、土・日・祝日を除く。 

  

配付場所：銚子市若宮町 1番地の 1 

銚子市役所 3階 財政課管財室 

         郵送での配付は行わない。 
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(２) ウェブサイト掲載期間及び掲載場所 

 掲載期間：令和 8年 1月 30日（金）から令和 8年 2月 19日（木）まで 

 

掲載場所：銚子市ウェブサイト（https://www.city.choshi.chiba.jp/）内の 

ページ 

  （ホーム＞市政情報＞市有地財産関連情報＞銚子市庁舎等公共施設整備基本構想

策定支援に係る公募型プロポーザルの実施）からダウンロードすること。 

 

 ２ 参加申込の手続き 

（１） 提出書類 

本事業への参加を希望する事業者は、実施要領、仕様書等の趣旨を理解したうえ 

で、次の書類を提出すること。 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 誓約書（様式２） 

ウ 法人概要（任意様式。パンフレット可） 

エ 業務実施体制（様式３） 

オ 過去 10年以内の国又は地方公共団体との契約実績がわかるもの 

（契約書の写し等 1件以上） 

（２） 提出期限 

令和 8年 2月 19日（木）午後 5時まで（必着） 

（３） 提出先 

本要領第１ 公募型プロポーザルに付する事項５に記載の事務担当のとおり 

（４） 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は一般書留、簡易書留等の記録の残る方法に限る。） 

     FAX、電子メールでの提出は不可。 

（５） 参加表明後の辞退 

参加表明書を提出した後に参加を辞退する場合は、速やかに辞退届（様式６）を

提出すること。 

 

３ 質問書の提出及び回答 

（１） 提出書類 

質問書（様式４） 

（２） 提出期限 

令和 8年 2月 20日（金）午後 5時まで（必着） 

（３） 提出先 

本要領第１ 公募型プロポーザルに付する事項５に記載の事務担当のとおり 
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（４） 提出方法 

持参、郵送、FAX又は電子メール 

（FAX又は電子メールの場合には、上記提出先へ到達確認の電話連絡をすること。） 

（５） 回答方法 

質問要旨及び回答内容は、令和 8年 2月 27日（金）に銚子市ウェブサイト 

（https://www.city.choshi.chiba.jp/）内のページ 

（ホーム＞市政情報＞市有地財産関連情報＞銚子市庁舎等公共施設整備基本構想策

定支援に係る公募型プロポーザルの実施）に掲載する。 

 

 ４ 事業提案書の作成 

（１） 提出書類 

   ア 事業提案書（表紙）（様式５） 

   イ 提案書（任意様式） 

     別表 1評価基準の評価項目に応じた提案書を作成すること。 

   ウ 見積書（様式７） 

（２） 提案書の作成方法 

ア 仕様書を踏まえ作成し、A4縦長ファイルに綴じたものを 8部提出すること。（A3

判の横折り込み可） 

イ 提案書に用いる文字サイズは 11ポイント以上とし、簡潔かつ明瞭に記述するこ

と。 

ウ 専門用語や略語等には注釈を付すなど、一読して理解しやすいものとすること。 

オ その他、本市にとって有益で創意工夫のある提案に努めること。 

（３） 提出期限 

    令和 8年 3月 13日（金）午後 5時まで（必着） 

（４） 提出先 

本要領第１ 公募型プロポーザルに付する事項５に記載の事務担当のとおり。 

（５） 提出方法 

持参又は郵送（（郵送の場合は一般書留、簡易書留等の記録の残る方法に限る。） 

     FAX、電子メールでの提出は不可。  

 

 

第５ 契約候補者の選定 

 １ 審査方法 

（１） 市は、提出された提案について選考委員を定め、事業提案審査を行う。 

（２） 事業提案審査の実施日は令和 8年 3月中旬とし、詳細は応募者に別に通知する。 
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（３） 事業提案はおおむね 50分（プレゼンテーション 30分、質疑応答 20分）程度とし、 

応募者の提出書類、プレゼンテーション及び質疑応答に基づき審査を行う。 

（４） 事業提案審査の出席者は４名以内とする。 

（５） 審査は別表１に定める評価基準により総合的な評価を行い、委員の持ち点（100 

   点）を合算した値（合計点）が最も高い応募者を契約候補者とする。 

（６） 合計点満点の 60％を最低基準点とし、これに満たない場合は前号の規定によら 

ず契約候補者として選定しない。 

 

 ２ 審査結果 

   市は、審査を受けた全ての事業者に対し、審査の結果を通知するものとする。 

 

第６ 契約の締結 

   市は、本事業の契約候補者決定後、業務委託契約内容について詳細協議するとともに、

随意契約を締結する。 

 

第７ その他 

   その他、本要領及び仕様書等に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する

ものとする。 
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別表１ 評価基準（第５ 契約候補者の選定関係） 

 

 評価項目 評価内容 配点 

業務実績 

法人の業務実績 １ 

・直近10年以内に類似業務（庁舎を含めた

複合施設の基本構想又は基本計画の策定）

の受注実績が十分にあるか。 

１０ 

配置技術者の業

務実績 
２ 

・配置技術者は、過去10年以内に類似業務

（庁舎を含めた複合施設の基本構想又は

基本計画の策定）に従事した実績が十分に

あるか。 

５ 

提案内容 

現状・課題及び

本業務の理解 
３ 

・本市及び庁舎等公共施設の現状と課題

を十分に理解しているか。 

・本業務の背景や目的、課題を十分に理解

しているか。 

・提案内容が仕様書と齟齬がないなど 

委託者の意図を的確に把握しているか。 

・本市の将来を見据えた妥当性のある 

考え方が示されているか。 

１５ 

技術力・企画力 

 

４ 

・ノウハウを生かし、業務の工程計画及び

工程管理方法、業務を進める上での課題と

その対応策が明確に示されているか。 

・市民等との円滑な合意形成が期待でき

る提案となっているか。 

１０ 

５ 

・提案内容に説得力があり、また実効性、

実現性のある提案となっているか。 

・具体的で実現可能性のある追加提案が

あるか。 

１０ 

実施体制 ６ 
・業務を確実・円滑に実施する体制が組ま

れているか。 
１０ 

プレゼン

テーショ

ン 

プレゼンテーシ

ョン能力 
７ 

・業務に取り組む意欲が感じられるか。 

・提案内容が分かりやすく、論理的か。 

・質疑への対応が的確になされているか。 

３０ 

価格 見積価格 ８ 
見積価格の相対評価とし、最低見積価格/

当該参加者の見積価格×10点で配点。 
１０ 

 
合     計 １００ 


